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対
　
象

購
入
で
き
る
数

一
人
5
セ
ッ
ト
ま
で

該
当
す
る
子
の
数
×
5
セ
ッ
ト
ま
で

※ 

1
セ
ッ
ト
4
0
0
0
円
で
5
0
0
0
円

分
の
商
品
券
（
5
0
0
円
×
10
枚
）
を

購
入
で
き
ま
す
。

申
請
か
ら
使
用
ま
で
の
流
れ

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
に
は
、

案
内
通
知
と
購
入
希
望
申
請
書
を
郵
送

し
ま
す
。
自
身
が
対
象
と
思
わ
れ
、
7

月
下
旬
に
な
っ
て
も
通
知
が
来
な
い
場

合
は
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
事

務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

7
月
2
日
〜
11
月
30
日（
消
印
有

効
）に
、購
入
希
望
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
郵
送
で
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
事
業
事
務
局
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

の
人
に
は
、申
請
を
受
け
付
け
、

要
件
確
認
後
に
購
入
引
換
券
を
郵

送
し
ま
す
。

1
2
の
人
に
は
9
月
下
旬
に
、

3
の
人
に
は
10
月
下
旬
に
購
入

引
換
券
を
郵
送
し
ま
す
。

10
月
1
日
〜
令
和
2
年
1
月
31
日

に
、
購
入
引
換
券
を
持
参
し
、
市

が
指
定
す
る
販
売
窓
口
で
商
品
券

を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

販
売
窓
口
に
つ
い
て
は
広
報
ふ

じ
8
月
20
日
号
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

10
月
1
日
〜
令
和
2
年
2
月
29
日

に
市
内
の
取
扱
加
盟
店
で
使
用
で

き
ま
す
。取
扱
加
盟
店
の
一
覧
は
、

購
入
引
換
券
を
郵
送
す
る
際
に
同

封
し
ま
す
。ま
た
、順
次
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

富士市プレミアム付商品券を
販売します

10月1日に予定されている消費税・地方消費税率の引き上げが家
計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支えするた
めに、 住民税非課税の人と 乳児・小さな幼児のいる子育て世
帯を対象にした富士市プレミアム付商品券を発行します。

あ
な
た
は
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
か
？

購
入
対
象
者

判
定
チ
ェ
ッ
ク

プレミアム付商品券を装う
「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」に
ご注意ください！
市区町村や内閣府などをか
たった不審な電話や郵便が
あった場合は、プレミアム付
商品券事業事務局や警察にご
連絡ください。

問い合わせ　　プレミアム付商品券事業事務局（市役所５階）
☎55-2873　555-2949　Apre@div.city.fuji.shizuoka.jp

の購入対象者ではありません。

富
士
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
購
入
対

象
者

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

平
成
31
年
度
分
市
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
る
。

平
成
31
年
度
分
市
町
村
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
る
人
と
生
計
を
共
に

す
る
配
偶
者
や
扶
養
親
族
で
あ
る
。

平
成
31
年
1
月
1
日
時
点
で
生
活

保
護
を
受
け
て
い
て
、
現
在
も
引

き
続
き
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
。

A B

7 月上旬以降
申請書を入手する

（ 　のみ）

7 月上旬以降
申請する

（　 のみ）
9 月下旬以降

購入引換券が届く
10 月 1 日以降

商品券を購入する
10 月 1 日以降

商品券を使用する

はい

いいえ

A A
AB

A

AB

AB

2万5,000円分の商品券が
2万円で購入できるにゃん！

▲�プレミアム付商品券キャラクター
カクニャン

平
成
31
年
1
月
1
日
時
点
の
富
士

市
民
で
、
平
成
31
年
度
分
市
民
税

（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人

※ 

課
税
さ
れ
て
い
る
人
と
生
計
を
共

に
す
る
配
偶
者・扶
養
親
族
、生
活

保
護
受
給
者
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

住民税非課税の人A
1 
令
和
元
年
6
月
1
日
時
点
の
富
士

市
民
で
、
平
成
28
年
4
月
2
日
〜

令
和
元
年
6
月
1
日
に
生
ま
れ
た

子
が
い
る
世
帯
の
世
帯
主

2�

令
和
元
年
7
月
31
日
時
点
の
富
士

市
民
で
、
令
和
元
年
6
月
2
日
〜

7
月
31
日
に
生
ま
れ
た
子
が
い
る

世
帯
の
世
帯
主

3 

令
和
元
年
9
月
30
日
時
点
の
富
士

市
民
で
、
令
和
元
年
8
月
1
日
〜

9
月
30
日
に
生
ま
れ
た
子
が
い
る

世
帯
の
世
帯
主

乳児・小さな幼児のいる子育て世帯B

と 、両
方の要件に
該当する人
は、両方の
立場で商品
券を購入で
きます。

A B

A

※ 

基
準
日
の
翌
日
以
降
に
転
出
入
し
た
人
は
基

準
日
時
点
の
自
治
体
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 A


